
DK-CONNECTサービス 利用規約 

                              

ダイキン工業株式会社（以下、「当社」という）は、DK-CONNECT サービス（以下、「本サービス」という）、お

よび本サービスを利用するための機器（以下、「本機器」という）を提供するにあたり、以下の通り利用規約

（以下、「本利用規約」という）を定める。当社は、契約先（第１条第２項で定義する）およびご利用者様（第１

条第３項で定義する）が本利用規約を遵守することを条件として、本利用規約の条件に従って本サービスを

提供する。本利用規約は、本利用規約に基づき契約先（第１条第２項で定義する）と別途締結する本サービ

スの利用に関する契約(以下「本サービス契約」という)と不可分の一体をなすものである。 

 

第１条（定義） 

１．「本契約」とは、本利用規約および本サービス契約の内容たる契約をいう。 

２．「契約先」とは、本サービスを申し込む注文書の「注文者」欄に記入された法人、組合、団体または個人

を意味する。 

３．「ご利用者様」とは、本サービスを利用する方が契約先と異なる場合の、その法人、組合、団体または個

人をいう。 

４．「お客様」とは、契約先およびご利用者様を意味する。 

５.「LTE 通信」とは、無線を利用したモバイルキャリアが提供する、従来の３G が高速化した通信回路で、４G

への以降をスムーズにするために開発された３.９G の通信規格を指し、キャリアによっては４G と呼ぶものを

いう。 

 

第２条（約款の変更） 

当社は、お客様に事前の通知をすることなく本利用規約を変更することができ、変更された規約は次条に定

める方法によりお客様に通知するものとし、当該通知をもって効力が生じるものとする。 

 

第３条（当社からお客様への通知） 

１．当社は、お客様への通知が必要と判断した場合、当社指定のWebページを通じて行う。 

２．当社は、前項の通知の内容について、当社指定のWebページに掲載されたときをもって、すべてのお客

様に通知されたものとして取り扱う。 

 

第４条（本サービスの内容） 

１．本サービスの内容は、次の各号のとおりとし、詳細はパンフレット及びWebページに記載のとおりとする。 

１）空調システム及びその他設備機器を効率的に利用・管理するためのコントローラ機能（基本機能） 

２）空調システムの遠隔監視機能（オプション機能） 

３）空調システムのエネルギーマネージメントサポート機能（オプション機能） 

４）DK-CONNECT edge（通信端末）本体及び無線ルーターの保証 (オプション機能) 

２．本サービスの提供は、日本国内の LTE通信提供エリア内とする。 

３．契約先は、次条の注文書にて本サービスを申し込むにあたり、必要事項を正確に記入し、権限のある者

が押印したうえで当社に提出する。 



４．契約先は、注文書及び登録書の内容に変更があった場合、速やかに変更後の内容を当社に届出るもの

とし、当社が要求した場合は、当該変更の事実を証する書面を当社に提出する。 

５．契約先が変更の事実を当社に届出なかった場合、または事実に反する届出を行った場合に起因してお

客様に損害が発生しても、当社は一切責任を負わない。 

６．第１項第１号のうち、冷媒漏えい検知機能を実施するにあたり、お客様は次の事項につき同意する。 

１）本機器が接続する空調機のうち、「夜間自動運転対象機（冷媒漏えい検知用）」となる空調機（以下「夜間

自動運転機器」という）については、２４時間稼働しなかった場合、夜間（午前１時から５時の間）に自動運転

（以下、「夜間自動運転」という）を実施する場合があること。 

２）夜間自動運転に伴う光熱費はお客様が負担すること。 

３）お客様が夜間自動運転を希望しない場合、当社に対して注文書提出時に明示的な意思表示を行うもの

とする。当該意思表示がない場合、夜間自動運転につき同意したものとみなす。 

４）前号に基づき、お客様が夜間自動運転を希望しない旨明示的に意思表示した場合、夜間自動運転機器

が２４時間稼働しなかったことにより冷媒漏えい検知機能を提供できなくても、当社は一切責任を負わない。 

５）お客様は、夜間自動運転につき、夜間自動運転機器の利用者および保守等を実施する業者等に十分

に説明するものとする。 

 

第５条（本サービス契約の成立） 

１．契約先は、本サービスを申し込むにあたり、当社所定または当社が認めた書式での注文書を当社に提

出する。当社は、本サービスの申込みがあった場合には、契約先が本利用規約に同意したものとみなす。 

２．契約先は、本契約の内容をご利用者様に自己の責任で説明し、ご利用者様に対し本契約の内容を遵守

させるとともに、ご利用者様の本契約違反について、当社に対して責任を負う。 

３．当社は、契約先から本サービスの申込みを受けた場合、原則として注文書を受け付けた順番に従って承

諾する。 

４．当社は、契約先からの申込みを承諾する場合、契約先に承諾する旨および本サービスの開始日を通知

する。当社が、承諾した時点で本サービス契約が成立する。 

５．第３項の規定にかかわらず、当社は、本サービスの申込みがあった場合、当社の事情により、本サービス

の申込みに対する承諾の順序を変更したり、承諾を延期したりすることがある。 

６．前５項の規定にかかわらず、当社は、本サービスの申込みがあった場合において、次の各号のいずれか

一つでも該当する場合、本サービスの申込みを承諾しない場合がある。 

１）本サービスの提供が技術上困難な場合 

２）お客様が本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合 

３）注文書、その他当社に提出した書類に不備がある場合 

４）注文書、その他当社に提出した書類に虚偽の記載をした場合 

５）お客様が指定した支払口座等が、金融機関等により利用が差し止められていることが判明した場合 

６）お客様が当社と過去に締結した契約が、本サービスその他当社の提供するサービスの利用規約・約款の

違反または契約違反により、解除されたことがある場合 

７）お客様が、本サービスを直接または間接に利用する第三者の利用に支障を与える態様にて利用するお

それがある場合 



８）お客様が違法に、または公序良俗に反する態様にて本サービスを利用するおそれがある場合 

９）お客様が第１２条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合、または当該規定のいずれかに該当す

ることを理由に、本サービスの利用を停止されたことがある場合、もしくは本契約を解除されたことがある場合 

１０）本サービス利用予定場所が、日本国外または LTE通信提供エリア外の場合 

１１）お客様が本契約に違反している場合、または違反するおそれがある場合 

１２）本サービスの提供により、当社または第三者の知的財産権、所有権、その他法令により保障された権利

を害するおそれがあると当社が判断した場合 

１３）当社との信頼関係を著しく損なう行為をお客様が行った場合、またはそのおそれがある場合その他当

社が不適当と判断した場合 

７．前項に基づき当社が申込みを承諾しない場合は、当社は、契約先に対し書面またはその他の方法でそ

の旨を通知する。ご利用者様に通知する必要がある場合、契約先は、当該通知を受け、速やかにご利用者

様に対してその内容を通知しなければならない。 

 

第６条（本サービスの料金） 

１．本サービスの料金は、本サービス契約に定めるとおりとする。 

２．契約先は、本サービス契約に定める支払方法で本サービスの料金を支払うものとする。 

３．当社は、諸材料の価格、通信費、労務費、経済状況等の著しい変動により本サービスの料金を変更する

必要がある場合は、これを変更することができる。 

 

第７条（ログインＩＤおよびパスワード） 

１．当社は、本サービスを提供するために運用するシステムにアクセスするために必要なログインＩＤ、仮パス

ワードをお客様に対して発行する。 

２．お客様は、自らパスワードを設定する。 

３．ログイン IＤおよびパスワードにより本サービスが利用された場合は、お客様の承認または認識の有無を

問わず、すべてお客様による行為とみなし、当該行為にかかる効果または責任は全てお客様に帰属する。 

４．お客様は、ログインＩＤおよびパスワードが漏洩し、第三者によって不正利用され、またはそれらのおそれ

がある場合、直ちに当社に連絡する。 

５．ログインＩＤおよびパスワードの漏洩または不正利用が発生した場合、当社は、強制的に本サービスの提

供を中止することがある。この場合、当社は、お客様に生じた損害を賠償する責めを負わない。 

６．ログインＩＤおよびパスワードの漏洩または不正利用が発生し、当社に損害が生じた場合、お客様は当社

に対して当該損害を賠償する。 

 

第８条（禁止事項） 

１．お客様は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはならない。 

１） 本サービスを利用して、当社または第三者の著作権を含む知的財産権その他の権利を侵害する行為 

２） 当社または第三者が運営するサービスを妨害または侵害する行為 

３） 法令、監督官庁の指示、指導、ガイドライン等に違反する行為または公序良俗に反する行為 

４） 当社または第三者を誹謗中傷し、社会的信用、名誉を棄損する行為 



５） 本サービスに関連して当社が提供するデータ、本機器、Web ページまたはソフトウェア（以下、併せて

「ソフトウェア等」という）を、本サービスを利用する目的以外に使用したり、第三者に再配布したり、商用利用

する行為 

６） ソフトウェア等の情報を改竄または消去する行為 

７） ソフトウェア等をコンピュータウィルスに感染させる行為またはそのおそれがある行為 

８） ソフトウェア等を複製、改変、逆コンパイル、リバースエンジニアリングする行為 

９） その他当社が本サービスを提供するにあたって不適切と判断する行為 

２．当社は、お客様が次の各号のいずれか一にでも該当する場合、該当事由が解消されるまでの間、本サ

ービスの提供を停止できる。 

１） 支払期日を経過しても本サービスの料金を支払わない場合                                                                                  

２） ソフトウェア等がコンピュータウィルス等に侵害され、これによりお客様、当社または第三者に対しコンピ

ュータウィルス等による被害を与える可能性がある場合 

３） 前項各号に該当する行為をお客様が行った場合 

３．当社は、前項の定めにより本サービスの提供を停止することにより、お客様が何らかの損害を被った場合

でも、何ら責任を負わない。 

 

第９条（止むを得ない事情による本サービスの制限または停止） 

１．LTE 通信の提供エリア内であっても、電波状況によっては本サービスを提供できないまたはできなくなる

場合がある。 

２．LTE通信の提供エリア内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等、電波の伝わりに

くい場所では本サービスを利用できない場合がある。 

３．前２項に該当する場合、当社は、お客様の承諾を得たうえで機器の設置場所を変更する等お客様が本

サービスを利用できるよう電波状況の改善に努める。この場合、当社は、その間のデータおよび費用負担の

保証はしない。 

４．前項に基づき電波状況の改善に努めたにもかかわらず、電波状況が改善せず、本サービスを提供でき

ない場合は、当社は、本契約を解除できる。この場合、本サービスを利用できないことによるお客様の損害

については、当社は賠償する責めを負わない。 

５．当社は、次の各号のいずれか一にでも該当する場合、該当事由が解消し、当社が本サービスの再提供

が可能と判断するまで、本サービスの提供を停止または制限することがある。この場合、本サービスを停止ま

たは制限した期間にかかる本サービスの料金については、減額または免除せず、本サービスを停止または

制限したことによるお客様の損害については、当社は賠償する責めを負わない。 

１）本サービスのために LTE 通信を提供するモバイルキャリアが、LTE 通信の提供を停止または制限した場

合 

２）クラウドサーバに不具合が生じた場合 

３）本機器が接続する空調機、集中管理装置、その他の関連機器に不具合が生じた場合 

４）当社の責めに帰すべき事由によらない本機器の不具合が生じた場合 

５）本サービスのメンテナンス等、技術上または運営上、本サービスの提供の停止または制限が必要と判断

した場合 



６）地震、噴火、洪水、津波、停電、火災、暴動、騒乱、疫病、感染症等の不可抗力により本サービスの提供

が不可能となった場合 

７）司法、行政からの法令等の要請に基づく場合 

８）その他当社の責に帰すべき事由によらず本サービスの完全な提供が不可能となった場合 

６．当社は、前項の規定に基づき本サービスを停止または制限する場合、その旨を第３条に従ってお客様

へ通知する。ただし、緊急やむを得ない場合はお客様への通知を行うことなく本サービスを停止または制限

することができる。 

７．第５項各号の規定に基づき本サービスを停止または制限したにもかかわらず、本サービスの再開の目途

が立たない場合、当社は本サービス契約を解除することができる。 

８．当社は、本条に基づき本サービスを停止または制限ならびに本サービス契約を解除したことにより、お客

様または第三者が被ったいかなる損害についてもその責めを負わない。 

 

第１０条（秘密保持） 

お客様および当社は、本サービスの利用により知り得た相手方の営業上、技術上の情報（個人情報の保護

に関する法律にて定義される個人情報を含む。以下、「秘密情報」という。）を、善良なる管理者の注意をも

って管理し、相手方の書面による承諾なく、第三者に開示・漏洩し、また本サービスの履行の目的以外に使

用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しない。 

１）開示された時に既に公知であった情報 

２）開示された時に既に自己の責に帰し得ない事由により公知となった情報 

３）開示された時に既に自己が保有していた情報 

４）開示された後に秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報 

 

第１１条（データの利活用） 

１．当社は、本サービスの提供を通じてお客様の利用データ（本サービス・本機器の利用履歴、本機器が接

続する空調機の運転情報・故障履歴等をいう）を取得し、当該利用データを、当社単独または当社と当社が

提携する企業や大学等の第三者と共同での、製品・サービスの開発・改良、学術研究またはサービスおよ

び関連製品の品質向上、カスタマーサポート対応、その他当社の事業目的遂行のために自由に利用（当該

第三者へデータを開示することを含む）することができる。 

２．利用データを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生じた派生データは当社のみが一切の

権限を有する。 

３．利用データに個人情報が含まれる場合には、当社が別途定める「個人情報保護方針」に従う。 

 

第１２条（反社会的勢力の排除） 

１．お客様および当社は、現在および将来にわたって、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時

から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」

という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。 

１）反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること 

２）反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 



３）自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当

に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること 

４）反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係

を有すること 

５）役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 

２．お客様および当社は、前項のいずれかに違反し、またはそのおそれがある事実が判明した場合、ただち

に相手方にその事実を報告しなければならない。 

３．お客様および当社は、相手方が前２項のいずれかに違反した場合、催告その他何らの事前の手続きを

経ることなく、ただちに本契約の全部または一部を解除することができる。ただし、当該解除は、解除した当

事者から解除された当事者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

４．お客様および当社は、前項により本サービス契約を解除され損害が発生した場合であっても、解除した

相手方に対し、損害賠償請求をすることができない。 

 

第１３条（契約期間） 

１．本契約の期間は、当社が別途通知する本サービスの開始日から１年間とする。ただし、期間満了の３ヶ

月前までに契約先または当社から書面による別段の意思表示がない場合は、更に１年間延長するものとし、

以後も同様とする。 

２．前項にもかかわらず、当社は、本サービスの全てを終了する場合、終了日の３カ月前までにその理由お

よび終了日を契約先に通知することにより、本契約を終了することができる。ご利用者様に通知する必要が

ある場合、契約先は、当該通知の内容を速やかにご利用者様に通知する。ただし、本サービスのために

LTE 通信を提供するモバイルキャリアから LTE 通信の提供が終了したことにより本契約を終了する場合に

ついては、この限りではない。 

３．契約先が本契約の期間中（更新期間を含む）に本契約を解約する場合、当社所定の書式により解約を

希望する日の３ヶ月前までにこれを通知しなければならない。この場合、当社は、契約先がすでに当社に支

払った本サービスの料金を返金しないものとする。 

 

第１４条（本契約の解除） 

１．契約先および当社は、相手方が次の各号の一にでも該当する場合、何ら通知をすることなくただちに本

契約を解除できるものとする。ただし、当該解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。 

１）お客様が第８条に規定する禁止行為を行い、本サービスの運営に著しい支障を及ぼすと当社が判断し

た場合 

２）前号に定めるほか、本契約の各条項のいずれかに違反し、相当の期間を定めて催告してもなお、当該違

反が改善されない場合 

３）仮差押、差押、競売手続開始、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始

の申立を行い、または申し立てられた場合 

４）解散決議をし、または営業を廃止した場合 

５）自ら振り出したまたは引き受けた手形、振り出した小切手の不渡りを１回でも出した場合等、資産、信用、

支払能力に重大な変更を生じ、または生じるおそれがあると判断された場合 



６）故意または過失により相手方に重大な損害を与えた場合 

７）重大な過失または背信行為があった場合 

８）相当期間にわたり、お客様と連絡することが不能である場合 

９）事業の存続に重大な支障を及ぼすと認められる事実が発生した場合であって、その負担すべき債務の

完全な履行を妨げる事情がある場合 

２．契約先および当社は、自己が前項各号の一にでも該当した場合、相手方からの何らの通知、催告がなく

ても、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する一切の債務をただちに弁済しなければならない。 

 

 

第１５条（免責） 

１．当社は、LTE 通信の変更、休止または終了により、本サービスが提供できなくなった場合であっても、何

らの責任も負わない。 

２．当社は、夜間自動運転機器の夜間自動運転の実施に起因してお客様または第三者に損害が発生した

場合といえども、何ら責任を負わない。 

３．当社が本サービスに関してお客様に対して保証する責任は、法令により許容されない場合を除き、本契

約に定める内容をもって全てとする。 

４．当社は、予見可能性の有無を問わず、本サービスの利用によりお客様が被った間接的損害、特別損害、

派生的損害、結果的損害、逸失利益、本サービスの利用によりお客様が管理または保管するデータ（本サ

ービス・本機器の利用履歴、本機器が接続する空調機の運転情報・故障履歴等を含むがこれに限られない）

の喪失、その他本契約に定めのない事項について、法令により許容されない場合を除き、その名目を問わ

ず何らの責任も負わない。 

５．理由の如何を問わず、契約先が被った損害に対する当社の責任は、当社が契約先から本サービスの料

金として当該損害発生の直近１年間に受領した額の総額を上限とする。 

６．当社は、本サービスに関して、その完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性、コンピュータウィル

ス等の侵入がないことその他、法令により許容されない場合を除き、何ら保証せず、また何らの責任も負わ

ない。 

 

第１６条（残存条項） 

本契約が理由の如何を問わず終了した場合といえども、第４条第５項、第５条第２項、第７条第３項、第７条

第６項、第９条第４項、第９条第８項、第１１条、第１２条第３項、第１２条第４項、第１４条第１項但書、第１４条

第２項、および第１５条から第１９条は、引き続き有効に存続する。 

 

第１７条（準拠法） 

本契約の効力、解釈、履行については、日本法を準拠法とする。 

 

第１８条（合意管轄） 

本契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管

轄裁判所とする。 



 

第１９条（協議事項） 

 本契約に定めのない事項および本契約の条項に疑義が生じた場合は、お客様、当社協議のうえ誠意をも

って解決するものとする。             

 

 

２０２１年１月２６日制定 

２０２１年１０月２７日改定 

２０２２年１０月２１日改定 

 


